
令和4年定例会提出議案件名一覧表(10月19日)

令和3牟度三重県一般会計歳入歳出決算

令和3年度三重県県債管理特別会計歳入歳出決算

令和3年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計歳入歳出決算

令和3年度三重県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計歳入歳出決算

令和3年度三重県地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

令和3年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計歳入歳出決算

令和3年度三重県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算
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資料2

三重県議会議員の政治倫理に関する条例の一部改正案について

第 1 条例改正の内容

三重県議会議員の政治倫理に関する検討の結果に鑑み、規定の整備を

行うものである。

第2 施行期呂

公布の白から施行する。
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議
提
議
案
第
五
号

三
重
県
議
会
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

右

提

出

す

る

。

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

提
出
者

津 今 服 稲 山 倉 小 川
問弁部森本本島口

健智富稔毘崇智
児 広 男 尚 香 弘 子 円

三
重
県
議
会
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
重
県
議
会
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例
(
平
成
十
八
年
三
重
県
条
例
第
八
十
四
号
)

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
問
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正

す
る
。

五

改

後

の
一
部
を

改

前

正

(

自

的

)

(

自

的

)

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
議
会
設
治
の
根
幹
を
な
す
一
第
一
条
こ
の
条
例
は
、
議
会
政
治
の
根
幹
を
な
す

政
治
倫
理
確
立
の
た
め
、
議
員
の
責
務
1
刻
制
劃
政
治
倫
理
確
立
の
た
め
、
議
員
の
責
務
引
例
制
側

一
樹
矧
唱
矧
を
定
め
る
斗
叫
吋
判
川
、
議
会
の
秩
序
一
瑚
堀
端
を
定
め
る
剖
計
叫
吋
、
議
会
の
秩
序
斗
名

刻
叶
叶
名
、
世
官
を
守
り
、
県
民
の
厳
粛
な
信
託
に
こ
た
一
誉
を
守
り
、
県
民
の
厳
粛
な
信
託
に
こ
た
え
、
も

え
、
も
っ
て
清
潔
で
民
主
的
な
県
政
の
発
展
に
寄
一
っ
て
清
潔
で
民
主
的
な
県
政
の
発
展
に
寄
与
す

一

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

-

一

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

一

(

責

務

)

一

(

責

務

)

一

第

二

条

(

略

)

一

第

二

条

(

略

)

2

議
員
は
、
高
い
倫
理
的
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
一
2

議
員
は
、
高
い
倫
理
的
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
削
剣
刑
制
叫
叶
叫
叫
斗
引
叫
割
到
州
国
る
こ
と
を
削
剣
リ
寸
、
自
ら
叫
伺
剰
を
厳
し
く
律

尉
刻
前
刺
創
同
制
利
引
矧
割
吋
銅
刻
、
自
ら
を
厳
す
る
と
と
も
に
、
県
民
の
代
表
と
し
て
良
心
叫
責

し
く
律
す
る
と
と
も
に
、
県
民
の
代
表
と
し
て
良
任
感
を
持
っ
て
、
議
員
の
品
伎
を
保
持
し
、
識
見

心
刻
吋
責
任
感
を
持
っ
て
、
議
員
の
品
位
を
保
持
を
養
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
識
見
を
養
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

(

賂

)

(

略

)

(

政

治

倫

理

規

準

)

(

政

治

倫

理

規

準

)

三
条
議
員
は
、
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
一
第
三
条
議
員
は
、
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
)
、
公
職
選
挙
法
(
昭
和
二
十
法
律
第
六
十
七
号
)
、
公
職
選
挙
法
(
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
号
)
、
政
治
資
金
規
王
法
(
昭
和
五
年
法
律
第
百
号
)
、
政
治
資
金
規
正
法
(
昭
和

し、
。

3 
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2 

二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
)
等
の
諸
規
定
と

と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
政
治
倫
理
規
準
を
遵
守
し

て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
議
員
の
品
位
と
名
誉
を
損
な
う
行
為
に
よ

り
、
県
民
の
議
会
に
対
す
る
信
頼
を
損
ね
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

一一

二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
)
等
の
諸
規
定
と

と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
政
治
倫
理
規
準
を
遵
守
し

て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
謝
到
同
叶
1

議
員
の
品
位
と
名
誉
を
損
な
う
行

為
に
よ
り
、
県
民
の
議
会
に
対
す
る
信
頼
を
損

ね
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

人

容

行

為

別

を

角

消

し

、

刈

樹

が

劃
さ
引
当
↓
劃
を
つ
け
引
斜
倒
ベ
剣
淵
剛
剤

一
コ
劃
尉
側
斜
コ
刊
司
ヨ
矧
↓
頭
割
斗
副
司

刈
樹
倒
寄
A
岩
剖
叶
つ
刈
対
叶
叶
例
制
吋
判
川

対
同
叫
4
斗
対
側
刈
樹
倒
割
伺
刻
刻
制
列
斗
バ
引

の

第

一

一

の

行

っ

た

人

行

に

、

す

る

意

明

そ

の

人

権

侵
割
伺
刻
刻
制
民
判
引
伺
刻
刻
叫
寸
同
制
引

掛
川
斗
叶
司
i

弓
そ
の
樹
側
副
醤
刷
叫
刈
同
引
例
制
倒
を
利
剖
醐
員
凶
、
そ
の
樹
闘
相
矧
倒
を
利
用
し
て
、

新
叶
利
用
し
て
、
自
己
刈
吋
特
定
の
者
の
利
益
自
己
明
特
定
の
者
の
利
益
を
劉
つ
て
は
な
ら
一

を

図

つ

て

は

な

ら

な

い

こ

と

。

な

い

こ

と

。

一

叫

副

司

刈

吋

矧

矧

例

制

叫

利

益

を

目

的

と

し

斗

剰

員

同

1
利
益
を
街
引
斗
付
制
目
的
と
し
一

て
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
締
結
す
る
て
、
国
務
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
締
結
す
る
一

売
翼
、
貸
借
、
誇
負
そ
の
他
の
契
約
又
は
特
定
売
買
、
貸
借
、
誇
負
そ
の
他
の
契
約
又
は
特
定
一

の
者
に
対
す
る
行
政
庁
の
処
分
に
関
し
、
特
定
の
者
に
対
す
る
行
政
庁
の
処
分
に
関
し
、
特
定
一

の
者
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
働
き
か
け
を
し
の
者
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
働
き
か
け
を
し
一

て

は

な

ら

な

い

こ

と

。

て

は

な

ら

な

い

こ

と

。

一

刻

公

正

を

疑

わ

れ

る

よ

う

な

金

品

の

授

受

を

叫

謝

民

同

叶

1
公
正
を
疑
わ
れ
る
よ

P

う
な
金
品
の
一

行

つ

て

は

な

ら

な

い

こ

と

。

授

受

を

行

つ

て

は

な

ら

な

い

こ

と

。

一

村
道
義
的
な
批
判
を
受
け
る
よ
う
な
政
治
活
珂
謝
周
同
ォ
道
義
的
な
批
判
を
受
け
る
よ
う
な
一

動
に
関
す
る
寄
附
を
受
け
な
い
こ
と
。
ま
た
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
受
け
な
い
こ
と
。
一

そ
の
資
金
管
理
団
体
に
、
潤
様
の
寄
附
を
受
け
ま
た
、
そ
の
資
金
管
理
由
体
に
、
同
様
の
寄
附
一

さ

せ

な

い

こ

と

。

を

受

け

さ

せ

な

い

こ

と

。

一

吋

国

若

し

く

は

地

方

公

共

団

体

の

公

務

員

文

対

観

劇

凶

1
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
一

は
関
係
団
体
(
指
定
管
理
者
を
含
む
。
)
の
役
一
務
員
又
は
関
係
団
体
(
指
定
管
理
者
を
含
む
。
)
一

員
若
し
く
は
職
員
に
対
し
、
そ
の
権
限
又
は
そ
一
の
役
員
若
し
く
は
職
員
に
対
し
、
そ
の
権
限
又
一

の
地
位
に
よ
る
影
響
力
を
利
刷
叫
寸
寸
l

公
正
な
一
は
そ
の
地
位
に
よ
る
影
響
力
を
別
刷
叶
斗

4

職
務
の
執
行
を
妨
げ
る
等
不
当
な
行
為
を
し
一
同
ぷ
川
公
正
な
職
務
の
執
行
を
妨
げ
る
等
不
一

て

は

な

ら

な

い

こ

と

。

一

当

な

行

為

を

し

て

は

な

ら

な

い

こ

と

。

(

審

査

の

請

求

)

一

(

審

査

の

請

求

)

索
開
山
条
議
員
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
政
治
倫
理
一
第
四
条
議
員
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
政
治
倫
理

規
準
ベ
凶
寸
斗

d
M筑
司
剣
対
斜
同
時
川
寸
↓
叫
則
規
準
に
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

【三重県議会議員の政治倫理!こ関する条例の一部を改正する条例案]
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淵
凶
岡
矧
瑚
明
」
と
い
う
4
l〕
の
い
明
利
カ
に
反
す

る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
員
の
定
数

の
十
二
分
の
一
以
上
の
議
員
の
連
署
に
よ
り
議

長
に
審
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
審
査
の
請
求
は
、
理
由
を
明
ら
か

に
し
た
文
書
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(

審

査

会

の

設

置

)

(

審

査

会

の

設

置

)

第
五
条
議
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
審
査
の
請
求
一
第
五
条
議
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
審
査
の
請
求

が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
す
る
た
め
、
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
す
る
た
め
、
議

会
運
営
委
員
会
例
制
剖
同
以
外
、
議
会
に
三
重
県
会
運
営
委
員
会
同
制
引
、
議
会
に
三
重
県
議
会
議

議
会
議
員
政
治
倫
理
審
査
会
(
以
下
「
審
査
会
」
員
政
治
倫
理
審
査
会
(
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
)

と
い
う
o

)

を

速

や

か

に

設

置

す

る

。

を

速

や

か

に

設

置

す

る

。

(
略
)

2
r
、J
5

(
略
)

議
員
の
定
数
の
十
二
分
の
一
以
上
の
議
員
の
連

署
に
よ
り
議
長
に
審
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
審
査
の
請
求
は
、

理
由
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
も
っ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

2
t
'
5
 

(

審

査

会

の

運

営

)

(

審

査

会

の

運

営

)

一
第
六
条
審
査
会
の
運
営
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
一
一
第
六
条
審
査
会
の
運
営
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

寸
樹
到
斜
凶
ォ
割
員
制
洲
捌
銅

u
J判
謝
刻
詞

割
引
引
ォ
制
対

U
1剖
園
側
劇
倒
同
開
料
叫
引

額
到
斜
同
調
謝
料
捌
斜
利
引
叶
|

斗

・

斗

(

略

)

叫
審
遊
会
は
、
審
査
の
請
求
を
さ
れ
た
議
員
に

っ
き
、
政
治
倫
理
規
準
叫
川
村
叫
刈
に
反
し
、

政
治
的
文
は
道
義
的
に
責
任
が
あ
る
と
認
め

た
場
合
同
寸
謝
剣
同
刻
叫
封
劇
断
銅
剣
吋
判
例

刻

閥

対

例

例

制

剖

刻

刻

刻

到

例

制

剰

剖

劉

ぷ
引
例
叶
吋
判
。

司

委

員

劃
J

問
、
制
調
を
制

引

制

1

汁
謝
到
到
吋
割
制
洲
判
る
と
き
刻
同
委
員
同
が

対
的
判
斗
剖
剖
1
副

劉

周

到

利

引
d

日引

1

お

ω
L
Y
-
一
ザ

J

3
4
J
そ
A
d
l

申
五|

一
-
二
(
略
)

斗
審
杢
会
は
、
審
査
の
請
求
を
さ
れ
た
議
員
に

っ
き
、
矧
ヨ
斜
倒
制
吋
捌
例
制
政
治
倫
理
規
準

に
反
し
、
政
治
的
又
は
道
義
的
に
責
任
が
あ
る

と
認
め
た
場
合
対
ォ
謝
剣
剰
刺
例
創
出
吋
倒
瑚

嗣
倒
例
例
制
矧
劃
翼
対
創
出
町
制
吋
樹
叶
吋
副

審

果

を

申

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

刺
封
劇

2
4州
司
斗
以
4
d

剖
割
引
引
吋

q
H
列。

に
よ
る
賛

、4
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治
制

し
な
い
旨
制
調
割
に
剰
骨

骨
制
調
利
引
判
創
出
叶
剖
叶
|

制
現
に
掴
め
る
も
の
の
同
古
川
審
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資料3-1

令和4年三重県議会定例会提出予定議案概要(追加提案 aその13)

区 分 件 名 概 要

予 算
条例案 6件 議案37件
その他議案 1 。5件件
認、 定

報 tにtコ 3件
提 出 。件

言十 40件

。予算
(16件)

総務部 I[議案第 116号]令和4年度三重県一般会計補正予算(第5号)
(補正額 約65億円)

{議案第 117 号]令和4年度三重県県債管理特別会計補正予算(第1号)
(補正額 約....3億円)

I議案第 118 号]令和4年度三重県国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
(補正額 約84億円)

[議案第 119 号}令和4年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計補
正予算(第1号)

(補正額 約7億円)

[議案第 120号]令和4年度三重県立子ども心身発達医療センタ}事業特別会計補正予算
(第1号)
(補工E額 約3千万円)

[議案第 121号]令和4年度三主主県就農施設等資金貸付事業等特別会計補lE予算(第1号)
(補正額 約1百万円)

[議案第 122号}令和4年度三重県地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)
(補正額 約企10万円)

[議案第 123号]令和4年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)
(補正額 約3千万円)

{議案第 124号]令和4年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)
(補正額 約4千万円)

[議案第 125号]令和4年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計補正予算
(第1号)
(補正額 約1百万円)

[議案第 126号}令和4年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)
(補正額 約8百万円)

{議案第 127号]令和4年度三重県水道事業会計補正予算(第1号)
I (補正額 約....4億円)

11 



区分 件名 概要

予算 I [議案第 128号}令和4年度三重県工業用水道事業会計補正予算(第1号)
つづき I (補正額 約.A.1億円)

[議案第 129号]令和4年度三重県電気事業会計補正予算(第1号)
(補正額 約.A.4百万円)

{議案第 130号]令和4年度三重県病院事業会計補正予算(第1号)
(補正額 約5千万円)

{議案第 131号]令和4年度三重県流域下水道事業会計補正予算(第1号)
(補正額 約.A.3億円)

。条例案
(6件)I [議案第 132号}

戦略企画部 |三重県個人情報の保護に関 個人情報の保護に関する法律の一部改正等に鑑み、同法の
施行に関し必要な事項を定めるものである。する法律施行条例案

(令和5年4月1日から施行)
(主な制定内容)

(1) 開示決定等の期限及び開示決定等の期限の特例

(2) 際示請求に係る手数料等

(3) 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料

(心 三重県情報公開・偲人情報保護審査会への諮問

[議案第 133号]
戦略企画部 |三重県情報公開・個人情報! 個人情報の保護に関する法律の一部改正等に鑑み、定義の

保護審査会条例の一部を改 i規定等を整備するものである。

正する条例案 I (令和5年4月1日から施行)
(改正内容)

(1) 三重県個人情報保護条例に係る規定を目的、個人情報の保護に関する
法律等に係る規定を加える。

(2) その他規定を整備する。

12 



区分 {牛名 概要

[議案第 134号]
環境生活部 i三重県の事務処理の特例に| 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、知事の

関する条例の一部を改正する|権限に属する事務の一部を市町が処理することについて改正を
条例案 j行うものである。

「 く参考〉

O 地方自治法

(令和5年3月27日から施行)
(改正内容)

旅券法に基づく旅券の記載事項の変更時等の現有旅券の確認、返納の受
理及び紛失等の届出に係る事実等の確認の規定等を整備する。

(条例による事務処理の特例)

第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところに
より、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することと
された事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

2~4 (略)

{議案第 135号]
環境生活部 |三重県手数料条例の一部を|旅券法の一部改正等に鑑み、手数料についての規定を整備
県土整備部 |改正する条例案 |するものである。

(公布の日(一部令和5年3月27日)から施行)
(改定内容)

(1) 旅券法の一部改正等に鑑み、未交付のまま失効した旅券の失効後5年
以内に再度発給を申請する場合に係る手数料を新設するとともに、旅券の
査証捕の増補に係る手数料を廃止する。

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正等に鑑み、
低炭素建築物新築等計阪認定申請手数料等の認定申請単位等を改め
る。
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Eζ 分 4牛 名 概 要

[議案第 136号】
農林水産部 三重県立自然公園条例のー 自然公園法の一部改正の趣旨に鑑み、一重県立自然公園を

部を改正する条例案 保護しつつ地域の主体的な取組による利用の増進を図るため、
質の高い自然体験活動の促進のための措置等について定める
ものである。

(令和5年4月1日から施行)
(改定内容)

(1) 市町及び事業者等による協議会を組織し、利用拠点整備改善計画又は
自然体験促進計画を作成し知事の認定を受けた場合には、特別地域に
おける行為の許可等を不要とするとととする。

(2) 野生動物に餌を与えること等の行為を規制する。
(3) その他規定を整備する。

{議案第 137号】

環境生活部 地方税法第コ十七条の二第 地方税法第37条の2第1項第4号の寄F付金を受け入れる特定
一項第四号の寄F付金及び当 非営利活動法人の名称を変更するものである。
該寄F付金を受け入れる特定 (公布の日から施行)
非営利活動法人を定める条
例の一部を改正する条例案
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区分 件名

。その他議案
(15件)1[議案第 138号]

総務部 |当せん金付証票の発売につ

県土整備部

いて

[議案第 139号I
土木関係建設事業に対する
市町の負担について

概要

公共事業等に要する経費に充てるための宝くじを発売するこ
とについて、発売総額及び発売時期を定める。
0 発売総額令和5年度 160億円以内

令和4年度において県の行う土木関係建設事業は、市町内の
公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するもので
あり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部について、当該
市町に負担を求めるものである。，
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区 分 千ヰ 名 概 要

[議案第 140号]
県土整備部 工事請負契約について 主要地方道桑名大安線(桑部橋)道路改良(橋梁上部工)工|

事
0場所 桑名市大字稗団地内~桑名市大字

桑部地内
0契約金額 867，900，000円
0契約方法 一般競争入札
0請負者住所氏名 愛知県名古屋市中村区名駅コ了目

28番12号
JFEエンジニアリング株式会社名古
屋支庖
支庖f差霜知宏

0工事の概要 橋梁上部工(鋼4径関連続非合成飯
桁橋)

L=183.5m 

[議案第 141号]
教育委員会 工事請負契約について 特別支援学校統合寄宿舎建築工事

0場所 津市城山1丁目5-29
0契約金額 600，600，000円
0契約方法 一般競争入札
0請負者住所氏名 津市大倉19番1号

日本土建・東海土建
特定建設工事共同企業体
代表者日本土建株式会社
代表取締役社長田村頼ー

0工事の概要 建築工事
寄宿舎棟木造一部RC造 2階建
延べ面積1，695.84rr1(新築)

渡り廊下棟 S造平屋建
建築面積14.98rr1(新築)

上記に係る建築工事一式
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区分

環境生活部

件名

[議案第 142号]
工事誇負契約の変更につい
て

概要

桑名市源、十郎新国事案後期対策工事
0場所 桑名市大字五反田字源十郎新困地

内

O 契約金額 変更前 3，107，710，100円
変更後 3，152，304，100円

O契約方法 随意契約
O~青負者住所氏名 津市羽所町375

清水・水谷・天元特定建設工事共同
企業体

代表者清水建設株式会社三重営
業所

所長禁藤直樹
O 工事の概要 PCB高濃度範囲掘削工

17 
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区 分 件 名 概 要

[議案第 143号]
県土整備部 工事請負契約の変更につい 一般国道167号(磯部BP)道路改良(恵利原五知トンネノレ

て (仮称))工事

0場所 志摩市磯部町恵利原~志摩市磯部
町五知地内

0契約金額 変更前 6，851，196，000円
変更後 7，614，391，400円

0契約方法 随意契約
0誇負者住所氏名 津市栄町1丁目864番

前回・稲葉・磯部特定建設工事共同
企業体

代表者前田建設工業株式会社ー
重営業所

所長水野裕史
0 工事の概要 トンネルヱ L=1，823.0m

道路工 L=177.0m
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区分 件名

[議案第 144号]
子ども・福祉部 i財産の取得について

i県土整備部
[議案第 145号]
一級河川の指定の変更に対
する意見について

概要

三重県立子ども心身発達医療センターにおける医療情報シス
テム再構築用サーバ機器類の購λ
0金額 139，073，000円

河川法第4条の規定に基づき、国土交通大臣が雲出川水系
赤)11の一級河川の指定を変更することについて、同意するもの
である。
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区分

県土整備部

県土整備部

件名

[議案第 146号]
損害賠償の額の決定及び和
解について

[議案第 147号]
北勢中央公閣の指定管理者
の指定について

I議案第 148号]

概要

令不日4年9月18日、県営住宅一身閏団地の倉庫の一部が台
風第14号の強風により倒壊して、問敷地内駐車場に駐車して
いた車両に接触し、車体を損傷した事故について、損害賠償の
額を決定し、これに伴う和解をするものである。

損害賠償額 320，000円

北勢中央公園の一層の効果的かっ効率的な運営を図るた
め、北勢中央公閣の管理を行う指定管理者を指定するものであ
る。
0指定管理者

所在地
名称
代表者

0指定の期間

四日市市野悶二了畏5番23号
株式会社名阪造園
代表取締役田中清平

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで

県土整備部 |亀山サンシャインパークの指| 亀山サンシャインパークの一層の効果的かっ効率的な運営を
定管理者の指定について i図るため、亀山サンシャインパークの管理を行う指定管理者を指

l定するものである。

0指定管理者
所在地
名称
代表者

0指定の期間

亀山市布気町801番地1
サンシャインパークGM
北川'I'

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
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区分 件 名 概要

[議案第 149号] I 
県土整備部 |大仏山公園の指定管理者の| 大仏山公園の一層の効果的かつ効率的な運営を図るため、

県二七整備部

教育委員会

指定について |大仏山公園の管理を行う指定管理者を指定するものである。

[議案第 150号]
熊野灘臨海公顕の指定管理
者の指定について

[議案第 151号}
三重県立熊野少年自然の家
の指定管理者の指定につい
て

0指定管理者
所在地
名称
代表者

O指定の期間

伊勢市下野町600番地の13
有限会社太陽緑地
代表取締役古川信吾

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで

熊野灘臨海公歯の一層の効果的かっ効率的な運営を図るた
め、熊野灘臨海公霞の管理を行う指定管理者を指定するもので
ある。
0指定管理者

所在地
名称
代表者

0指定の期間

北牟婁郡紀北町東長島3043番地の4
紀伊長島レクリェーション都市開発株式会社
代表取締役社長小山敏明

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで

三重県立熊野少年自然の家の一層の効果的かつ効率的な
運営を図るため、三重県立熊野少年自然の家の管理を行う指
定管理者を指定するものである。

0 指定管理者
所在地

名称
代表者

O 指定の期間

熊野市井戸町654番地1
有限会社熊野市観光公社

代表取締役山本方秀

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
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区 分 千平 名 概 要

[議案第 152号]
総務部 議会の議員その他非常勤の 地方自治法第252条の14第2項の規定に基づき、二重県と

職員の公務災害補償等に関 宮)11福祉施設組合との聞における議会の議員その他非る常た勤めの
する事務の受託を廃止するた 職員の公務災害補償等に関する事務の受託を廃止す
めの協議について 協議するものである。

(令和5年3月31日で事務受託を廃止する団体)
宮川福祉施設組合
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区 分 件 名 概 要

。報告
(3件){報告第 24号]

地域連携部 専決処分の報告について 令和4年6月6日熊野市井戸町地内の駐車場において発生し
(自動車事故による損害賠償 た紀南地域活性化局(地域活性化紡災室)に係る自動車による
について) 公務上の事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 69，013円

専決処分の報告について 令和4年6月8日伊勢市御薗町地内の河川敷において発生し
(自動車事故による損害賠償 た南勢志摩地域活性化局(地域活性化防災家)に係る自動車に
について) よる公務上の事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 187，946円

雇用経済部 専決処分の報告について 令和4年4月27日四日市市諏訪町地内の国道1号において
(自動車事故による損害賠償 発生した工業研究所(窯業研究室)に係る自動車による公務上
について) の事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 9，540円
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区分 件名 概要

雇用経済部 !専決処分の報告について |令和4年6月30日伊勢市黒瀬町地内の国道23号において発
つづき I (自動車事故による損害賠償|生した観光資源課に係る自動車による公務上の事故に関して

について) I損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 1，255，850円

県土整備部 l専決処分の報告について |令和4年7Jl26日四日市市水沢町地内の駐車場において発
(自動車事故による損害賠償 i生した営繕課に係る自動車による公務上の事故に関して損害
について) I賠償の額について和解したo

損害賠償額 231，274円

専決処分の報告について l 令和4年8月29日鈴鹿市阿古曽町地内の駐車場において発
(自動車事故による損害賠償|生した鈴鹿建設事務所(事業推進室)に係る自動車による公務
について) I上の事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 323，038円
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区分

|警察本部

件名 概要

専決処分の報告について i令和4年3月5日桑名市長島町地内の国道23号において発生
(自動車事故による損害賠償|した桑名警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損
について) I害賠償の額について和解した。

損害賠償額 1，154，897円

専決処分の報告について i令和4年4月16日多気郡明和町地内の町道において発生した
(自動車事故による損害賠償|松阪警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠
について) I償の額について和解した。

損害賠償額 43，060円

専決処分の報告について |令和4年4月28f3伊勢市御蘭町地内の駐車場において発生し
(自動車事故による損害賠償 iた伊勢警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損害
について) I賠償の額について和解した。

損害賠償額 82，500円
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区分

警察本部
つづき

イ牛 名 概要

専決処分の報告について !令和4年6月1日四日市市大井の川町地内の市道において発
(自動車事故による損害賠償 i生した四日市南警察署に係る自動車による公務上の事故に関
について) Iして損害賠償の額について和解した

損害賠償額 130，197円

専決処分の報告について |令和4年6月12日いなベ市員弁町地内の駐車場において発
(自動車事故による損害賠償|生したいなべ警察署に係る自動車による公務上の事故に隠して
について) I損害賠償の額について和解じた

損害賠償額 110，133円

専決処分の報告について |令和4年7月13日尾鷲市古戸町地内の駐車場において発生
(自動車事故による損害賠償|した尾鷲警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損
について) I害賠償の額について和解した

損害賠償額 97，900円
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区分 件名 概要

教育委員会 !専決処分の報告について |令和4年5月1.31'l熊野市木本町地内の県道において発生し
(自動車事故による損害賠償|た県立特別支援学校東紀州くろしお学園に係る自動車による公
について) I務上の事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 16，966円

[報告第 25 号】
県土整備部 !専決処分の報告について | 令和4年6月6日津市西丸之内地内の一般国道163号におい

(県管理道路における県の管|て、道路管理破庇に起因して発生した事故に係る損害賠償の
理穣疲による損害賠償につ i額について和解した。
いて} I 損害賠償額 149，419円

I I専決処分の報告について | 令和4年8月12日度会郡南伊勢町道方地内の県道伊勢南島
(県管理道路における県の管|線において、道路管理取庇に起関して発生した事故に係る損
理破庇による損害賠償につ |害賠償の額について和解したo

いて) I 損害賠償額 94，270円
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r 区 分 件 名 概 要

[報告第 26 号]
医療保健部 議会の議決すべき事件以外 2分の1出資法人が締結した予定価格5億円以上の工事文は

の契約等について 製造の請負の契約

[契約名称] コ重県立総合医療センター新棟(仮称)建築
工事

[履行場所] 四日市市大字日永地内

{契約金額] 865，084，OOOfI] 
[契約方法] 一般競争入札
[契約の相手方の住所及び氏名}

四日市市大字羽津乙935-5
株式会社久志本組
代表取締役清水良保

[契約締結の年月日]
令手口4年9月22日

{契約期間】 令手口4年9月22日から
令手口6年1月29日まで
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区 分 件 名 概 要

企業庁 議会の議決すべき事件以外 地方公営企業の業務に関する予定価格5億円以上の工事又
の契約等について は製造の請負の契約の変更

[契約名称] RDF焼却・発電施設撤去工事
[履行場所l 桑名市多度町カ尾地内
[契約金額] 変更前 1，780，306，000円

変更後 1，870，790，900円

[契約方の相法手]方随の意住契約
[契約 住所及び氏名1

津市北丸之内12番
安藤・間・日本土建・ナガシマ特定建設工事
共同企業体

代表者
株式会社安藤・間二重営業所
所長横山英樹

[変更契約締結の年月日】
令手口4年8月26日

【契約期間] 令和3年1月28日から
令平日5年3月24日まで
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資料3-2

令和4年三重県議会定例会提出予定議案概要(追加提案・その14)

区 分 {牛 名 概 要

予 算
条例案 3f牛 議案10件
その他議案 0件
認 定 o件
報 左乞ヒコ 0件
提 出 。件

言十 10件

。予算
(7件)

総務部 I[議案第 153号]令和4年度三重県一般会計補正予算(第6号)
(補正額 約四億円)

[議案第 154号]令和4年度三震県立子ども心身発達医療センター事業特別会計補正予算
(第2号)
(補正額 .約8百万円)

[議案第 155号]令和4年度三重県水道事業会計補正予算(第2号)
(補正額 約5百万円)

[議案第 156号]令和4年度三重県工業用水道事業会計補正予算(第2号)
(補正額 約4百万円)

{議案第 157号]令和4年度三重県電気事業会計補正予算(第2号)
(補正額 約1百万円)

{議案第 158号]令和4年度三重県病院事業会計補正予算(第2号)
(補正額 約1千5百万円)

{議案第 159号]令和4年度三重県流域下水道事業会計補正予算(第2号)
(補正額 約1百万円)
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区分 件名 概要

。条例案
(3件)1[議案第 160 号]

総務部 i知事及び副知事の給与及び 特別職に属する国家公務員の期末手当の支給割合の改正
等に鑑み、特別織に属する職員の期末手当の支給割合の改正
を行うものである。

総務部

旅費に関する条例等の一部
を改正する条例案

[議案第 161 号]
職員の給与に関する条例等
の一部を改Eする条例案

(公布の日(一部令和5年4月1日)から施行)
(改正内容)

特別職に属する職員の期末手当について、年間支給割合を100分の
330(現行100分の325)に改める。

人事委員会の議会及び知事に対する令和4年10月12日付
けの給与改定に関する勧告等に鑑み、一般職に属する職員の
給料月額並びに地域手当及び勤勉手当の支給割合の改正等
をf子うものである。

(公布の日(一部令和5年4月1日)から施行)
(主な改正内容)

(1) 般職に属する職員の給料月額を改定する。

(2) 一般職に属する職員の地域手当について、支給割合を100分の4.7 
(現行100分の4.6)に改める。

(3) 一般職に属する職員の勤勉手当について、年間支給割合を100分の
200(現行100分の190)に改める。

{議案第 162 号]
教育委員会 |公立学校職員の給与に関す| 人事委員会の議会及び知事に対する令和4年10月12日付

る条例の一部を改正する条例!けの給与改定に関する勧告等に鑑み、公立学校職員の給料月
案 i額並びに地域手当及び勤勉手当の支給害rj合の改正等を行うも

のである。

(公布の日(一部令市日5年4月1日)から施行)
(主な改正内容)

(1) 公立学校職員の給料月額を改定する。

(2) 公立学校職員の地域手当について、支給割合を100分の4.7(現行
100分の4.6)に改める。

(3) 公立学校職員の勤勉手当について、年務支給割合を100分の200
(現行100分の190)に改める。
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資料4

令和4年定例会 日程

月 日 日程 日 程 備 考

11月 14日 月 委員会 予算決算常任委員会(一般・特別会計決算採決) 議会運営委員会

15日 火 休会

16日 水 休会

17日 木 休会

18日 金 休会

19日 土
....____ 

20日 日

------
21日 月 本会議

採決議案上程(11月定例月会議) 議案穂取会
全員協議会(本庁部局の組織見直し案) 議会運蛍委員会

22日 火 休会

23日 水

-------
(勤労感謝の日)

24日 木 休会

25日 金 本会議 議案質疑 議会運営委員会

26日 土 ------27日 日
....____ 

28日 月 休会

29日 火 本会議 一般質問

30日 水 休会

12月 11'1 木 本会議 一般質問

2日 金 休会

3日 土 、、、、、、、、

4日 日
....____ 

5日 月 本会議 一般質問

6日 火 委員会 予算決算常任委員会(当初予算要求状況)

7日 水 委員会
予算決算常任委員会(当初予算要求状況総括的質疑)
(予算決算常任委員会総括質疑)

8日 木 委員会
付託議案審査〔戦略企画雇用経済、環境生活農林水産、
震療保健子ども福祉痕院の各常任委員会・分科会〕

日目 金 委員会
付託議案審査〔総務地域連携デジタノレ社会推進、
防災黒土整備企業、教育響察の各常任委員会・分科会〕

10日 土
....____ 

11日 日
....____ 

12日 月 委員会
付託議案審査〔戦略企画雇用経済、環境生活農林水産、
医療保健子ども福祉病院の各常任委員会・分科会〕

13日 火 委員会
付託議案審資〔総務地域連携デジ1"L-社会推進、
防災県土整備企業、教育警察の各常任委員会・分科会〕

14日 水 休会 (常任委員会予備日)

15日 木 休会 (委員会等予備日)

16日 金 委員会 予算決算常任委員会(採決)

17日 土
....____ 

18日 日
....____ 

代表者会議
19日 月 休会

議会運営委員会

20日 火 本会議 開会(採決)

※請願陳情の受理 ※文書による質問ができる期間

・11月21日(月)午後5時 .10月 20 日(木)~11月 20 日(認)
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資料5

令和4年定例会 1 1月定例月会議

議案聴取会日程(案)

1 開催年月日 令和4年 11月 21日(月)

全員協議会終了後

2 場 所全員協議会室

3 聴取 )1関

所管名 議案 報告

総務部 。
デジタル社会推進局 。
防災対策部 。
戦略企画部 。
警察本部 。 。
病院事業庁 。
企業庁 。 。
医療保健部 。 。
子ども・福祉部 。
環境生活部 。
地域連携部 。 。
農林水産部 。
雇用経済部 。 。
県土整備部 。 。
教育委員会 。 。
部外 。

提出

※部外人事委員会事務局、監査委員事務局、出納局、

議会事務局
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質問者一覧表 (案)

令和4年定例会 (11月定例月会議)

《点
、4

月 日(曜) 質問区分 順序・氏名(会派)

1 2 3 4 5 

1 1月 29日(火) 一般質問 議員 議員 議員 議員 議員

(新政みえ) (自由民主党) (草葬)
(公明党又は (公明党文は
日本共産党) 日本共産党)

1 2 3 4 

12月 1日(木) 一般質問 議員 議員 議員 議員

(新政みえ) (自由民主党) (新政みえ) (自由民主党)

1 2 3 4 

12月 5I'l (月) 一般質問 議員 議員 議員 議員

(新政みえ) (自由民主党) (新政みえ) (自由民主党)

(参考) ・一般質問時間(答弁を含む。)は、一人60分程度

-関連質問

新政みえ 7回 自由民主党 6回

公明党 1回 日本共産党 l回

草葬 2回

草の根運動いが 1回

崎
準
。
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資料7

請願の処理経過及び結果の報告

0令和元年定例会9月定例月会議で採択された請願

子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求めること

について

0令和4年定例会9月定例月会議で採択された語版

誰もが、家庭の経済事情に関わらす学ぶことのできる教育環境整備、三重県独

自のさらなる学級編成基準および教職員配置基準の改善をすすめるこ ξによ

り、すべての子どもたちが大切にされる安全・安心の三重の教育の実現を求め

ることについて

39 



40 



資料8

意見書・決議案の提出期限

委員会提出

委員会開催当日

議員発議

1 2月 13日(火)午後5時まで
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資料9

1 1月21日の議事予定

自治功労者表彰状並びに地方自治功労者感謝状伝達式

開議

諸報告 ・予算決算常任委員会審査報告書〈認定議案)の提出について

-議提議案の配付について

-議案等の配付について

-三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の規定

に基づく予算に関する補助金等に係る資料の配付について

-定期監査結果報告書の配付について

-例月出納検査報告書並びに請願・陳情処理怪過一覧表の配付につい

て

日程第1 認定第6号から認定第17号まで

〔委員長報告、言苛命、採決〕

日程第2 議提議案第5号

〔提案説明〕

日程第3 議案第 116号から議案第 162号まで

休会の件

散 会

〔提案説明〕

全員協議会

議案聴取会

議会運営委員会

予算決算常任委員会理事会

議員勉強会
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